桜木霊堂（納骨堂）の使用期間の更新手続き
　　　使用期間の更新を希望する場合は、期間満了日の前日までに手続きをしてください。
　　　使用期間は原則として３年間です。

桜木霊堂の使用者が、桜木霊園管理事務所に来所してください。

使用者以外の場合は、委任状及び代理人の身分証明書（運転免許証・保険証等）を
持参してください。

必要書類等　　　　　　　　　　　

１　桜木霊堂（納骨堂）使用許可申請書
２　桜木霊堂使用許可証
３　住民票　…　世帯全員の本籍・続柄が記載され、来所日の１か月以内に発行されたもの
４　身分証明書（運転免許証・保険証等）
５　桜木霊堂使用料
　　　
桜木霊堂使用料

	区分
	納骨壇（１段式）
	納骨棚（棚式）

	本市市民
	　１年間
	２，１００円
	　１年間
	１，０５０円

	使用後の市外転出者
	
	４，０００円
	
	２，０００円


　ご注意
１　桜木霊堂使用許可証を紛失した場合　　　

再交付申請書を提出し、手数料３００円を納入してください。

　　　２　使用者の住所氏名変更届を提出していない場合　

住所氏名変更届を提出し、手数料３００円を納入してください。

　　　　　　　必要書類　　

・住所変更の場合　
住民票　…　世帯全員の本籍・続柄が記載され、来所日の１か月以内に発行されたもの
　　　　　　　　・氏名変更の場合　
戸籍謄本　…　氏名変更内容が記載され、来所日の６か月以内に発行されたもの

３　代理人申請の場合　　　

原則として、使用許可証は使用者へ郵送します。
